
平成 27年 12月 24日

　各　　　位

東福製粉株式会社
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取締役執行役員総務部長  山口　雄治

TEL (092) 781 - 1661

　本日、当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）より、

平成27年12月24日をもって当社株式を整理銘柄に指定し、平成28年１月25日付で上場廃止

となる旨の連絡を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

　このような決定を受ける事態となりましたことを、株主の皆様を始めとする関係各位の

方々に深くお詫び申し上げます。

記

1.　上場廃止及び整理銘柄指定

（1）銘柄　東福製粉株式会社　株式

（コード：2006　市場区分：東証２部）

（2）整理銘柄指定期間

平成27年12月24日（木）から平成28年１月24日（日）

（3）上場廃止日

平成28年１月25日（月）

（注）速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄期間

及び上場廃止日を変更することがあります。

（4）適用条文

有価証券上場規程第601条第１項第２号b本文

流通株式時価総額が所要額（５億円）未満となったため

2.　東証の上場廃止及び整理銘柄指定の理由

　当社は、平成26年９月30日時点の当社株式の流通株式時価総額が有価証券上場規程第601

条第１項第２号ｂ本文に定める所要額（５億円）未満となったことから、当社株式は東京

証券取引所の上場廃止に係る猶予期間入り（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）

銘柄となっておりました。

　当社は親会社である日本製粉株式会社との連携等により業績向上を目指すことにより、

株価の回復を図り上場廃止の猶予期間からの解除を目指してまいりましたが、個人消費の

低迷や低価格志向を背景とした販売競争による粗利の低下など、厳しい環境下にあり業績

が思うように伸びず、また昨今の株式市場の低迷等もあり、平成27年９月末日時点での当

社株価（終値）が111円となり、流通株式時価総額が所要額５億円未満となりました。

　このため、東京証券取引所の上場廃止基準に該当するおそれがあると認められたことか

ら、平成27年10月１日より監理銘柄（確認中）に指定されていました。
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　当社は、公募、売出し、又は数量制限付分売の可能性について検討いたしました。公募

につきましては、親会社の当社株式の持分比率の維持の必要性から考えると実施は困難で

ありました。また売出し、又は数量制限付分売につきましては、候補となる株主は親会社

並びに当時の社長に限られておりました。親会社の場合は、公募の場合と同様、株式の持

分比率の維持から難しく、当時の社長の場合も、当時の株価状況から考えると、実施した

場合許容出来る持分比率を大幅に低下してしまうため、こちらも実施することが困難な状

にありました。そのため、親会社とも協議・検討してまいりました結果、流通株式の数に

係る上場廃止基準の期限である有価証券報告書の提出日までに東京証券取引所の定める公

募、売出し、又は数量制限付分売は、行わないことと致しました。そのため、当社が有価

証券報告書を提出後、当社株式の上場廃止が決定し、整理銘柄に指定されました。

3.　今後の見通し

　当社株式は、平成27年12月24日（木）から平成28年１月24日（日）までの期間、整理銘

柄に指定され、平成28年１月25日（月）に東証２部を上場廃止となる予定です。

　また当社は福岡証券取引所にも上場しており、当社株式の売買については市場での取引

は可能であります。

このような事態に至りましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。

以　　上


